
別紙2（医療保険等）

１割負担 ２割負担 ３割負担 料　　　金 １割負担 ２割負担 ３割負担

週３日目まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円 １日２回訪問 4,500円 450円 　900円 1,350円

週４日目以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円 １日３回以上訪問 8,000円 800円 1,600円 2,400円

4,500円 450円 　900円 1,350円

１日１回訪問 3,000円 300円 600円 900円

項　　　　　　　目 料　　　金 １割負担 ２割負担 ３割負担 １日２回訪問 6,000円 600円 1,200円 1,800円

週３日目まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円 １日３回以上訪問 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

週４日目以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円 2,500円 250円 500円 750円

2,100円 210円 420円 630円

4,200円 420円 840円 1,260円

１割負担 ２割負担 ３割負担 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円

入院中１回又は２回（算定要件あり） 850円 1,700円 2,550円

1,500円 150円 300円 450円

1,500円 150円 300円 450円

料　　　金 １割負担 ２割負担 ３割負担 2,650円 265円 530円 795円

機能強化型訪問看護管理療養費１ 13,230円 1,323円 2,646円 3,969円 2,000円 200円 400円 600円

機能強化型訪問看護管理療養費２ 10,030円 1,003円 2,006円 3,009円 ※　自己負担金の10円未満は四捨五入になります。

機能強化型訪問看護管理療養費３ 8,700円 870円 1,740円 2,610円 ※　子ども医療助成対象者の自己負担金は０円です。

7,670円 767円 1,534円 2,301円

3,000円 300円 600円 900円

2,500円 250円 500円 750円

料　　　金 １割負担 ２割負担 ３割負担

6,800円 680円 1,360円 2,040円

6,520円 652円 1,304円 1,956円

50円 5円 10円 15円

780円 78円 156円 234円

10～500円 1～50円 2～100円 3～150円

1,300円 130円 260円 390円

1,800円 180円 360円 540円

5,200円 520円 1,040円 1,560円

5,200円 520円 1,040円 1,560円

8,000円 800円 1,600円 2,400円

2,000円 200円 400円 600円

退院日 6,000円 600円 1,200円 1,800円

退院日長時間 8,400円 840円 1,680円 2,520円

3,000円 300円 600円 900円

2,000円 200円 400円 600円

2,500円 250円 500円 750円

2,500円 250円 500円 750円

Ⅰ 5,000円 500円 1,000円 1,500円

Ⅱ 2,500円 250円 500円 750円

令和６年６月１日より

訪問看護基本療養費Ⅰ

項　　　　　　　目 料　　　金 項　　　　　　　目

保健師、助産師、看護師、理学療法士等による
訪問看護 難病等複数回訪問加算　

複数名訪問看護加算

看護師（週１日）

訪問看護基本療養費Ⅱ（同一建物居住者：同一日に2人まで）
その他職員
（算定要件あり）

保健師、助産師、看護師、理学療法士等による
訪問看護 看護・介護職員連携強化加算（月１回）

夜間（PM6時～PM10時）・早朝（AM6時～AM8時）訪問看護加算

訪問看護基本療養費Ⅲ(在宅療養に備えての外泊中の訪問看護) 深夜（PM10時～AM6時）訪問看護加算

項　　　　目 料　　金 訪問看護ターミナルケア療養費１

450円

2（18歳未満で当該学校等に提供）

訪問看護管理療養費 3（当該保険医療機関に提供）

8,500円

情報提供療養費（月１回）

1（市町村等又は当該指定
　特定相談支援事業者に提供） 1,500円 150円 300円

項　　　　　　　目
緊急訪問看護加算

月１４日目まで

月の初日

月１５日目以降

機能強化型その他

医療DX情報活用加算（月1回）

２日目以降
訪問看護管理療養費１

訪問看護管理療養費２

医療保険加算項目一覧

項　　　　　　　目

２４時間対応体制加算
   （月１回）

看護業務の負担軽減の取り組み

取り組みなし

在宅患者連携指導加算（月１回）

ベースアップ評価料
　（月１回）

Ⅰ

Ⅱ（1～18段階）

乳幼児加算（１日）
　（6歳未満の乳幼児）

下記以外

厚生労働省が定める者

長時間訪問看護加算（９０分以上週１回）

長時間訪問看護加算（厚生労働大臣が定める者９０分以上週３回）

退院時共同指導加算（月１又は２回）

特別管理指導加算（厚生労働大臣が定める状態等）

退院支援指導加算

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回）

専門管理加算（月１回）
専門研修を受けた看護師

特定行為研修を受けた看護師

特別管理加算（月１回）


